
花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策のうちスギ材の需要拡大対策のうち

花粉症対策木材の活用に向けた技術開発事業

助成金交付規程

木構造振興株式会社

（趣旨）

第 1 条 木構造振興株式会社（以下「木構振」という。）は、花粉の少ない森林への転換促

進緊急総合対策実施要領（令和５年 12 月５日付け５林整森第 209 号林野庁長官通知。

以下「実施要領」という。）に基づき、実施要領第４第３項花粉症対策木材の活用に向

けた技術開発事業（以下「本事業」という。）を実施するため、この規程を定める。こ

の規程の定めるところにより、木構振は実施要領第４第３項（３）の事業実施に必要

な経費のうち第４条に定める助成対象経費に助成率を乗じた金額(以下「助成金」とい

う。）の交付を行うものとする。

（助成金の交付対象者）

第２条 助成金の交付対象者は、実施要領第４第３項（２）で選定された団体等（以下「実

施者」という。）とする。選定は、別に定める公募要領に基づく公募により木構振が行

い、実施要領第４第３項（１）に規定する検討委員会（以下「検討委員会」という。）

の意見を聞くものとする。また、助成金の交付申請の承認に際し、林野庁と協議を行

うものとする。

（助成金の交付の対象となる事業）

第３条 助成金交付の対象となる事業は、実施者が原則として令和６年３月末までに実施

する事業で、花粉症対策木材の活用に向けた技術開発事業を行うものとする（以下「対

象事業」という。）。なお、本事業は財政法第 14 条の３の規定により、翌年度に繰り越

して使用することが可能な経費に計上されており、財務大臣の承認があった場合は、

最長で令和７年２月 20 日まで対象事業を実施することができる。

（助成金の交付の対象経費及び助成率）

第４条 助成金交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）及び助成率につい

ては、別表のとおりとする。

２ 実施者は、助成対象経費の算定に当たって、消費税等相当額をあらかじめ減額する

ものとする。消費税等相当額は、課税対象経費に対して発生した税率を適用するもの

とする。

（助成金の交付申請）

第５条 実施者は、対象事業の実施の前に花粉症対策木材の活用に向けた技術開発事業に

係る助成金交付申請書（以下「交付申請書」という。）を木構振に提出する。交付申請

書には事業の計画及び予算が分かる資料を添付することとする。



（交付申請書の提出期限）

第６条 交付申請書の提出期限は、木構振が別に通知する日までとする。

（交付申請の承認）

第７条 木構振は、第５条に規定する交付申請書の提出を受け、内容が妥当と認められた場

合には、当該実施者に花粉症対策木材の活用に向けた技術開発事業に係る助成金交付

申請承認通知書(以下「承認通知書」という。）により通知するものとする。

２ 実施者は、前項の承認通知書を受領した後に、対象事業に着手するものとする。

（契約等）

第８条 実施者は、対象事業の一部を第三者に委託する場合は、木構振にあらかじめ届け

出なければならない。

（債権譲渡等の禁止）

第９条 実施者は、第７条第１項の規定による交付申請承認通知によって生じる権利及び

義務の全部又は一部を、木構振の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は継承させては

ならない。

（事業の計画変更、中止又は廃止の承認）

第 10 条 実施者は、やむを得ない事情により交付申請書の内容を変更、中止又は廃止しよ

うとする場合は、木構振の承認を受けなければならない。ただし、事業予算額の 30％

以内の増減の変更についてはこの限りではない。

２ 木構振は、前項の承認をする場合において必要に応じ交付申請承認の内容を変更し、

又は条件を付することがある。

（状況報告）

第 11 条 木構振は、交付申請承認通知を行った次の月から、実施者の事業完了の月まで実

施者に対して対象事業の遂行状況について報告を求め、実施者は求めに応じて木構振

へ遂行状況を報告しなければならない。

（概算払いの請求及び交付）

第 12 条 実施者が対象事業終了前に必要な経費を受けようとするときは、助成金の交付

申請承認額の範囲内で、花粉症対策木材の活用に向けた技術開発事業に係る助成金概

算払請求書に対象事業の実施に要した経費（助成対象経費）の支払いを証明する書類

（以下「証拠書類」という。）を添えて木構振に提出することができる。

２ 木構振は、前項に規定する請求があった場合、証拠書類等の内容を審査し、適正と

認める場合は、当該請求に係る助成金を交付することができる。

（助成金の請求）

第 13 条 実施者は、対象事業を終了した際は花粉症対策木材の活用に向けた技術開発事



業に係る助成金請求書（以下「請求書」という。）によって助成金を請求する。請求書

には対象事業の実績報告及び助成対象経費を算定した書類及びその証拠書類を添付す

ることとする。

（助成金の額の確定）

第 14 条 木構振は、実施者から第 13 条の規定による請求書の提出を受けた場合は、証拠

書類等の内容を審査し、適正と認める場合は助成金の額の確定をし、助成金の額の確

定通知書によって通知を行うものとする。

２ 木構振は、実施者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を

超える助成金が交付されているときは、その超える部分の助成金の返還を命ずるもの

とする。

３ 前項の助成金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に納

付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95

パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(助成金の交付）

第 15 条 木構振は、請求書の内容が第５条に規定する交付申請書に則したものであるこ

とを認め、第 14 条の助成金の額の確定をした場合には、当該請求に係る助成金を当該

実施者に対して交付するものとする。

（額の再確定）

第 16 条 実施者は、第 14 条の規定による額の確定通知を受けた後において、対象事業に

関し、違約金、返還金、保険料その他の助成金に代わる収入があったこと等により対

象事業に要した経費を減額すべき事情がある場合は、木構振に対し当該経費を減額し

て作成した実績報告書を提出するものとする。

２ 木構振は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第 14 条に準じて改めて額

の確定を行うものとする。

３ 第 14 条第２項及び第３項の規定は、前項の場合に準用する。

（交付申請承認の取り消し及び返還）

第 17 条 木構振は、第 10 条第１項の規定による対象事業の中止又は廃止の申請があった

場合及び実施者が次に掲げる理由のいずれかに該当する場合であって、正当な理由が

なく、かつ改善の見込みがないと認めるときは、交付申請の承認の一部又は全部につ

いて取り消し、助成金を支払わず、又は既に支払った助成金の全部、又は一部につい

て返還させることができるものとする。

（１）実施者が、法令、本規程若しくは本規程に基づく木構振の指示に違反した場合。

（２）実施者が、対象事業に関して、不正、事務手続きの遅延、虚偽報告その他不適当な

行為をした場合。

（３）実施者が、交付申請の承認後生じた事情の変更等により、対象事業の全部又は一部

を継続する必要がなくなった場合。



２ 前項（１）から（３）に掲げる理由のいずれかに該当する場合であって、正当な理

由がなく、かつ改善の見込みがないと認めるときは、不正等の内容を公表すること

ができるものとする。

３ 第１項の規定による助成金の返還は、第 14 条第３項の規定を準用する。  

（助成金の経理）

第 18 条 実施者は、対象事業に係る経理については、他の事業と明確に区分して経理する

とともに、その内容を明らかにした帳簿、証拠書類、証拠物及びその他関係書類を整

備して保管するものとする。

２ 前項の関係書類の保管は、対象事業が完了した年度の翌年度から起算して５年間と

する。

３ 前２項に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類及び証拠物のうち、電磁

的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。

（知的財産権の取扱い）

第 19 条 対象事業により得られた知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、プログラム

及びデータベースに係る著作権等権利化された無体財産権、ノウハウ等。以下同じ。）

は実施者に帰属するものとし、実施者は、次の各項の義務を負う。また、知的財産権

を含む所有権の確立、維持等の費用は実施者の負担とする。

（１）実施者は、対象事業の実施により得られた知的財産権の出願等の状況を木構振に

報告する。

（２）（１）の報告は、対象事業を開始した年度の最初の日から５年以内に、対象事業に

基づく知的財産権を出願し若しくは取得した場合又はこれを譲渡し若しくは実施

権を設定した場合に、当該出願等を行った年度の末日から 20 日以内に行う。

（３）実施者は、木構振若しくは国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理

由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を利用する権利を木構振

若しくは国に許諾する。

（４）当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、相当期間活用して

いないことについて正当な理由が認められない場合において、木構振若しくは国が

当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らか

にして求めるときは、実施者は、当該知的財産権を利用する権利を第三者に許諾す

る。

（報告及び収益納付等）

第 20 条 実施者は、対象事業の完了の日の属する決算期の最初の日から５年間、毎年度、

対象事業により商品化された製品の販売、取得した知的財産権の譲渡等や開発した技

術の使用料等の事業成果に係る過去１年間の収入実績について、当該実績がある場合、

その実績及び収益の状況を当該決算期の終了の日（半年決算の実施者にあっては、後

期の決算の終了の日）から 45 日以内に木構振に報告しなければならない。

２ 木構振若しくは国は、前項の報告に基づき、対象事業の実施により実施者に相当の



収益が生じたと認めるときは、実施者に対して、木構振が助成した経費の額を限度と

して、助成金の全部又は一部に相当する額の納付を命ずることができる。

（財産の管理等）

第 21 条 実施者は、本助成金により取得し、又は効用の増加した財産については、対象事

業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、助成金交付の目的に従

って、その効率的運用を図らなければならない。

２ １件当たりの取得価格又は効用の増加価格が 50 万円以上の機械及び器具について

は、木構振の承認を受けないで助成金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供することはできない。ただし、木構振の承認を得て当該財産

を処分したことにより収入があった場合には、木構振が交付した助成金額を限度とし

て、その収入の全部又は一部を返納させることがある。

（残存物件の処理）

第 22 条 実施者は、対象事業が完了し又は中止若しくは廃止した場合において、当該事業

の実施のために取得した機械器具、仮設物、材料等の物件が残存するときは、その品

目、数量及び取得価格を木構振に報告しその指示を受けなければならない。

（その他）

第 23 条 助成金の交付に係る手続き様式等は別途定めるものとする。

２ この規程に定めるもののほか、この助成金の交付に必要な事項については、木構振

が林野庁長官の承認を得て、定めるものとする。

付則

この規程は、林野庁長官の承認があった日（令和６年２月 21 日）から施行する。



別表

助成対象経費の範囲及び助成率

区分 助成対象経費※１ 助成率※２

花粉症対策木材の活用に向け

た技術開発事業

ア 技術者給※３

イ 賃金

ウ 謝金

エ 旅費

オ 需用費

カ 役務費

キ 委託費

ク 使用料及び賃借料

経費の定額を上限とする。

※1 助成金の対象範囲は、助成金の適切な支出のため、支出対象を限定することがある。詳細は別に定

める。

※2 助成金は助成対象経費に助成率を乗じた額とする。ただし、提案された内容について検討委員会の

評価に基づき、予算の範囲内で、公募時に提出された申請書に記載された金額及び事業計画等を総

合的に考慮して決定する。

※3 技術者給については、補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について（別紙）に基づ

き算出するものとする。












